
JAES フェアトレードマーケット（物販）出品要領 

 
第 49 回研究発表会（2023 年 6月 24 日～25日）では、「環境問題と消費」をテーマにし

たシンポジウムを開催します。これに併せて、物販ブースを設けます。学会員のみなさま
の中には、研究・実践活動を通じて商品開発に関わられた方もいらっしゃるかと存じま
す。みなさんが関わった商品をお預かり（代売）しつつ、PRに使っていただく企画で
す。企画名は「フェアトレード」と冠していますが、フェアトレード商品に限らず出店が
可能です。出品料や販売手数料などはかかりません。これを機にぜひ、ご出品ください。 
【販売時間】 
  6 月 24 日（土）9：30～16：00 
  6 月 25 日（日）9：30～1３：00 まで 
 
 

日本環境学会 第 49回研究発表会 実行委員長 武田淳 
 
              

************* 出品要領 **************** 

 
【物販概要】 
  みなさまからお預かりした商品を、アルバイトスタッフが代売します（販売者のみな

さんが物販ブースに張り付く必要はありません）。物販ブースは、常時、人の流れが
ある学会受付（＝シンポジウム会場）に配置します。 

 
【出品者の条件】 

出品申込は、研究発表会に参加する学会員に限る。発表に関する外部団体の商品など
も出品可としますが、商品の管理は申込者が行ってください。 
 

【申し込み方法】 
物販を希望する方は、6月 14 日（水）までに以下のフォームから申し込みを行ってく
ださい。 
≪URL からお申込みの方はこちら≫ https://forms.gle/dTsaLDo6DZd5sQ9d9 
                    
≪QR コードでお申込みの方はこちら≫ 
 
 
 

https://forms.gle/dTsaLDo6DZd5sQ9d9


【出品できない商品】 
生もの食品（生菓子、お弁当など）、会場で調理を必要とする食品、動物の生態販売
（例：観賞魚）、その他、酒類や医薬品など特別な販売許可を必要とするもの。出品
物の判断に迷う際は、武田（j-takeda@suac.ac.jp）までご相談ください。なお、夏季
につき、輸送中の温度管理などは十分ご注意ください。 

【売れ残った商品の扱い】 
実行委員会は販売（代売）の場を提供するのみであり、売れ残った商品の買取りは行
いません。 
 

【商品の搬入について】 
商品の搬入・搬出は、申込者自身で行っていただきます。研究大会当日に持参する、
もしくは、事前郵送で行ってください。郵送先の住所、期限は以下の通りです。な
お、冷蔵保存が必要なものなど、特別な管理が必要なものは郵送時に武田宛にお知ら
せください。 
 住所：〒430-8533 静岡県浜松市中区中央 2-1-1 静岡文化芸術大学 武田淳宛 
 期限：6 月 21日（水）必着 
送料は、出品者自身（元払い）でお願いいたします。 

 
【商品の撤収（搬出）について】 

商品の撤収（搬出）は、学会からお帰りのタイミングで持参いただくか、もしくは郵
送にて受け付けます。郵送を希望される方は、搬入時にスタッフより返信用の荷札
（ヤマト便のみ対応）を受け取ってください。荷札の記入および梱包は出品者自身が
行ってください。集荷は武田が行い、6 月 26 日（月）に発送いたします。なお、送料
は出品者自身でご負担いただきます。 
 

【売上金の受け渡し】 
売上金は、商品の撤収時に現金でお渡しします。振込はいたしませんので、必ずお帰
りになる前に物販ブースにお立ち寄りください。 
 

【その他】 
  本企画は、学会員のみなさまの研究・活動成果の発表する場として活用するもので

す。そのため、出品料などはいただきません（その分、出品者のみなさまには搬入・
撤収のご協力をお願いするものです）。その他、ご質問などは武田 j-takeda@suac.ac.jp
までお寄せください。 


